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1 1月24日 特記仕様書 2 4-3
既に施工中である他の工事（特記仕様書4－3（1）1）～8）の要件は全て満
たす）が監理技術者の専任義務の対象工事ではない場合、その工事の監
理技術者を本工事の監理技術者と兼務する特例監理技術者として配置す
ることは可能でしょうか。

特例監理技術者制度が導入される前に契約がなされた工事である場合や、ま
たは工事の性質や発注機関などによっては、特例監理技術者を認めていない
場合があります。

特例監理技術者を配置する予定であれば、現在契約中の他方の工事の契約
者（監督員等）と特例監理技術者の可否についてご確認下さいます様お願い
致します。

なお、特例監理技術者制度では、１人の監理技術者が2つの工事を兼務する
代わりに、各々の工事において専任の監理技術者補佐の配置が必要となりま
すので留意願います。

2 1月24日 特記仕様書 32
23-12-3
（10）

『はつり作業時に既設ボイド管の浮上がり等により、ボイド管上面に損傷を
与えた場合は、参考図の床版撤去要領図（参考）を基に補修を行うものと
する。』との記載がありますが、既設ボイド管の設置状況が設計書通りであ
るか判断が出来ないため、補修の箇所数を明確にしていただけないでしょ
うか。

補修箇所数は現時点で明確にすることはできません。工事契約後にボイド管補
修の必要が生じ、監督員が変更を指示した場合は、受注者はその指示に従うも
のとし、補修に要する費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものと
します。


